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譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の一部失権に関するお知らせ 

 

当社は、平成30年７月３日開催の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬として

の自己株式の処分に関し、一部失権により、当初予定しておりました処分株式数等に変更がありま

したので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、平成30年７月３日付「譲

渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」及び同年８月１日付「譲渡制限付株

式報酬としての自己株式の処分の一部失権に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１. 処分の概要の変更内容（変更箇所には下線を付しております） 

 変更後 変更前※８月１日時点 

（１） 処 分 期 日 

当社の取締役を対象とする処分 

平成 30年８月１日 

当社の従業員を対象とする処分 

平成 30年９月３日 

当社の取締役を対象とする処分 

平成 30年８月１日 

当社の従業員を対象とする処分 

平成 30年９月３日 

（２） 
処分する株式

の種類及び数 
当社普通株式 85,400株 当社普通株式 87,900株 

（３） 処 分 価 額 １株につき 5,370円 １株につき 5,370円 

（４） 処 分 総 額 458,598,000円 472,023,000円 

（５） 

処分先及びそ

の人数並びに

処分株式の数 

当社の取締役（社外取締役及び監査

等委員である取締役を除きます。）  

６名 6,000株 

当社の従業員 314名 79,400株 

当社の取締役（社外取締役及び監査

等委員である取締役を除きます。）  

６名 6,000株 

当社の従業員 324名 81,900株 

（６） そ の 他 

本自己株式処分については、金融商

品取引法による有価証券届出書の

効力発生を条件とします。 

本自己株式処分については、金融商

品取引法による有価証券届出書の

効力発生を条件とします。 



 ２．変更の理由  

割当予定の従業員の人数及び処分予定の株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点

において割当予定であった従業員のうち、割当時点で割当を辞退した従業員10名が失権したことに

よるものです。  

 

３．今後の見通し  

今回の変更により、当期業績に与える影響は軽微であります。 

 

以   上  


